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令和８年１月２３日  

保護者の皆様へ   

常滑市教育委員会     

教育長 圡方 宗広 

                       常滑市立西浦南小学校 

                        校 長 上野 敦子   

 

令和８年度「ラーケーションの日」実施のお知らせ 

 

 厳寒の候、保護者の皆様におかれましては、日頃より常滑市の学校教育に対し、

格別なるご理解とご支援を賜り、心より感謝申し上げます。  

さて、令和５年度に愛知県は「休み方改革」プロジェクトの一つとして「ラー

ケーションの日」をつくりました。本市ではその翌年度より「ラーケーションの

日」の本格実施を始めました。本年度は実施３年目の年となります。 

下記の要領で実施をいたします。このお知らせ文書と別添資料（保護者向けリ

ーフレット）をお読みいただき、「ラーケーションの日」について、ご理解いた

だきますようお願い申し上げます。 

 

記 

 

１ 実施期間 令和８年４月 13 日(月)～令和９年３月 24 日(水)  

 

２ 取得可能日数 ３日間(連続の取得も可)。出席停止・忌引等の扱いとなります。            

 

３ 届け出期間 ４月中にラーケーションを実施する場合 

ｘｘｘｘｘｘｘｘｘ令和８年４月９日（木） 

ｘｘｘｘｘｘｘｘｘ～ラーケーションを実施する日の前日まで 

○５月以降にラーケーションを実施する場合 

ｘｘｘｘｘｘｘｘラーケーションを実施する日の前月１日から前日まで 

 

４ 届け出方法 別紙の「ラーケーション申請用紙」に必要事項を記載して、お子 

さんを通じて学級担任に提出してください。 
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５ 給 食 費 次の場合は、給食費を徴収しません。   

ｏ４月の取得   土日休日をのぞく５日前までに届け出た場合   

ｏ５月以降の取得 前月の 15 日までに届け出た場合 

  （注）９月の取得の場合は、８月７日(金)までに 

   ※８月 10 日 (月 )～ 16 日 (日 )の１週間は「会議・行事を行わない期間」 で前後の土日曜日も含めて学校は閉校期間となります。  

 

６ 留意事項     

ｏ「ラーケーションの日」は実施期間中いつでも取得できます。ただし、ラー  

ケーションを取得したために受けられなかった授業やテストの補充等はい  

たしませんのでご理解ください。 

ｏ学校行事のある日にラーケーションを実施したい場合は、早めに届けてくだ  

さい。 

ｏ費用(バス代やキャンセル料等)が発生する学校行事の日に、ラーケーション 

を取得する場合、費用を返金できないことがありますのでご了承ください。 

 ｏ運動会が雨天順延になるなど、学校の年間計画が変更となり、その結果、ラ 

ーケーションを実施する日と重なることが考えられます。各家庭で十分にご 

注意ください。 

ｏ来年度４月にラーケーションを取得したい場合の届け出は、来年度以降にお  

願いします。 

ｏ別添資料（保護者向けリーフレット）を必ずお読みください。  

 

 

【お問い合わせ】 

常滑市教育委員会 学校教育課 

電話：０５６９－４７－６１２９ 

常滑市立西浦南小学校 

電話：０５６９－３５―４００２ 


